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（はじめに）当社のコーポレートガバナンス・コードへの対応の考え方  原則３‐１  

 

当社は、これまでも持株会社としてグループ各社に対して、経営の健全性確保と効率向上

を図るべくその管理・監督を行うことによりグループ全体の企業価値向上に努めてまいり

ました。 

当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードの制定適用を、これまでの当社のコー

ポレートガバナンスを改めて振り返り今後も当社グループが持続的な企業価値向上を実現

するための「更なる進化の機会」にしたいと考えております。 

グループ各社が、人の成長と同様に、自立・自律し、個性からくる多様性や外部変化、異

質なものを受け入れる柔軟性を獲得、発揮しながら継続して学び、議論し、改善していくこ

とで成長できるよう、当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードが求める趣旨を理

解し、実行するとともに、当社のコーポレートガバナンスを継続的に評価改善し、構築して

いく必要があると考えております。 

当社取締役会は、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、その責務を果たす

ことを目的にコーポレートガバナンス・コードで示された５つの基本原則に沿って「コーポ

レートガバナンスに関する基本方針」を制定いたしました。 

 

 

＜＜５つの基本原則＞＞ 

１．株主の権利・平等性の確保  

当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができるよう、環境の

整備、情報の提供を行うと共に、株主の実質的な平等性の確保に努めます。 

２． ステークホルダーとの適切な協働  

当社は、当社グループが社会の良き市民として、株主や取引先等様々なステークホルダーと

の協働を深め、企業責任を果たし、信頼関係を構築することでグループの永続的な発展の実

現に努めます。 

３． 適切な情報開示と透明性の確保 

当社は、法令を遵守した適切な情報開示に加え、別途定めたディスクロージャーポリシーに

基づき、当社グループに関する財務情報及び非財務情報を、適切、且つ、積極的に開示する

ことで会社の意思決定の公正性、透明性確保に努めます。 

４． 取締役会等の責務  

当社は、複数の子会社の経営管理を担う持株会社として、グループ各社の経営に対する管理

監督機能を果たすために、取締役会の実効性、公正性の確保に努めます。 

５． 株主との対話  

当社は、広報・IR 活動を積極的に行い、ステークホルダーとの建設的な対話の実施と実効

性の向上に努めます。 
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ポーラ・オルビスグループ 

コーポレートガバナンスに関する基本方針 

 

 

第1章 総則 

 

第 1条（コーポレートガバナンスの基本的な考え方）  原則３‐１  

当社グループは「感受性のスイッチを全開にする」というグループ理念のもと、ひとつひと

つが異なる個性を持ったブランドを複数保有し、「お客さまとの直接的なつながりによる高い

ブランドロイヤリティ」、「スキンケア領域にリソースを集中した研究開発力」、「個々のブラン

ドが互いに強いシナジー効果を発揮するマルチバリューチェーン戦略」をグループの強みと

位置づけ、事業展開しています。基本的にグループ各社は自主自立経営を志向し、持株会社で

ある当社はグループ各社の経営に対する牽制機能を持つことで、当社グループ全体の経営の

健全性確保と効率性向上により企業価値の向上に努めています。 

併せて、当社グループは、コンプライアンスを CSR 活動に組み込み、これを重視します。当

社グループが社会の良き市民として、株主や取引先等様々なステークホルダーとの関係を深

め、企業責任を果たし、信頼関係を構築することで、グループの永続的発展を実現していきま

す。 

また、当社グループは法令遵守、環境保全、株主との関係等について規定したポーラ・オル

ビスグループ「行動綱領」（以下、「行動綱領」）を策定し、全役員及び従業員がこの行動綱領

の遵守を宣誓することとしています。 

 

第２条（グループ役員制度） 

当社は、グループ経営全体についての意思決定と業務執行に対する監督を主な職務と

する取締役会と、当社取締役会が選任し、主な事業会社で取締役及び執行役員の任に就く

「グループ役員制度」を導入しています。 

当社取締役会は、グループ役員に対して業務執行権限を委譲することで、グループ業績

等の結果に対する責任と業務執行に対する責任を明確にします。 

また、取締役会の下に当社取締役及びグループ役員を主な構成員とする「グループ執行

会議」を設置し、グループ各社の重要事項について各社より報告を受け、経営戦略の実行

状況や課題等についての審議を行います。 
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第2章 株主の権利・平等性の確保 

 

第３条（株主の権利確保） 原則１－１、補充原則１－１②  

当社は、全ての株主の権利を尊重し、その保護に努め、保有する株式の種類及び株式

数に応じ、いずれの株主に対しても平等に対応します。 

２．当社は、取締役会におけるコーポレートガバナンスが十分に機能する体制が整備さ

れ、且つ、経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合に限り、株主総

会決議事項の一部を取締役会に委任するよう株主総会に提案します。 

 

第４条（議決権行使等）  原則１－２、補充原則１－２②、補充原則１－２④、補充原則１－２⑤  

当社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利を実質的に確保するため

以下の通り対応します。 

① 全ての株主が議決権を行使できるよう書面（郵送）及び電磁的方法による議決権行

使の環境を整備します。 

② 株主が議決権を行使するに際し、適切な判断を行うことに資すると考えられる情

報を積極的に開示するとともに、十分な検討期間を確保できるよう、招集通知の発

送に先駆け、株主総会開催の３週間前を目安に電磁的方法により公表します。 

③ 機関投資家、海外投資家の円滑な議決権行使に資するよう、議決権行使プラットフ

ォームを導入するとともに、株主総会参考書類の英訳版を当社ウェブサイト上に

掲載します。 

④ 信託銀行名義等で株式を保有する実質株主が、信託銀行等に替わり自ら株主総会

への出席を希望した場合は、次の条件を満たした場合に限り、これを認めます。 

イ) カストディ証明書の提出 

ロ) 名義人の委任状の提出 

ハ) 職務代行通知（又は本人確認書）の提出 

ニ) 上記書類を総会開催 10日前までに当社に提出し、当社の審査に合格すること 

 

第５条（資本政策の基本方針） 原則１－３  

当社は、資本政策が株主の利益に影響を与える重要事項として捉え、「資本効率の向上

と株主還元の充実」を基本方針に掲げます。 

 

第６条（政策保有株式に関する方針及び議決権行使に関する基準） 原則１－４  

  当社は、上場株式を保有する場合、以下の方針に基づき保有します。 

① 単なる安定株主としての政策保有は行いません。 

② 取締役会において業務提携や取引の維持・強化等、事業活動上合理的で適切と認

められた場合に限り、上場株式を政策的に保有します。 
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２．取締役会は、保有する株式について、定期的に状況の報告を受け、保有の合理性、適

正性を検証し、その内容を開示します。 

３．当社は、政策保有株式に係る議決権について、提案された議案が株主価値の毀損につ

ながるものでないことを前提とし、投資先企業の状況等を勘案した上で賛否を判断

し、適切に権利を行使します。具体的な行使基準については、上場株式を保有した場

合に、保有銘柄毎に設定します。 

 

第７条（関連当事者取引） 原則１－７  

当社は、関連当事者取引等を行う場合には、会社及び株主共同の利益を害することのな

いよう、複数の社外取締役を含む取締役会において審議した上での承認事項とします。 

２．取締役は、前項による承認を受けて、会社法 356条（競業及び利益相反取引の制限）の

取引をしたときは、当該取引につき重要な事実を遅滞なく取締役会に報告します。 

３．当社は、グループ各社の取締役・監査役に対して、事業年度毎に、本人もしくは二親等

内の親族と当社もしくは当社子会社との取引について調査を実施します。 

４．当社は、「関連当事者との取引」の有無、取引の状況について、有価証券報告書等にお

いて適切に開示します。 

 

 

第3章 ステークホルダーとの適切な協働 

 

第８条（行動基準の策定）  原則２－２  

当社グループは、法令遵守、環境保全、株主との関係等について、ポーラ・オルビス

グループ「行動綱領」及び「コンプライアンスブック」を策定し、各ステークホルダー

を尊重する旨を定めています。また、サステナビリティステートメントにおいて、全て

のステークホルダーや地球・社会環境と誠実に向き合い、持続可能な社会を創る企業と

して成長し続けることを宣言しています。 

＜サステナビリティステートメント＞ 

https://www.po-holdings.co.jp/csr/policy/ 

 

 

第９条（行動基準の実効性の確保） 補充原則２－２①  

当社グループは、年 1回、従業員意識調査を実施し、その結果に基づいて、従業員満

足の向上やコンプライアンス体制の課題改善に向けグループ各社においてアクションプ

ランを作成します。また、アクションプランはグループ執行会議において報告を行いま

す。更に、半期に一度、アクションプランの進捗状況のモニタリングを行います。 

２．当社グループは、社外のステークホルダーとの対話（ステークホルダーダイアログ）

https://www.po-holdings.co.jp/csr/policy/
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を開催し、グループ各社の企業活動に対して外部視点を取り入れたレビューを定期的

に実施します。 

３．当社グループは、コンプライアンス違反の未然防止のため、内部通報制度（グループ

ヘルプライン）を設け、定期的に運用状況を取締役会へ報告します。 

 

第 10条（社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題） 原則２－３  

当社グループでは、グループ各社で事業活動を通じて社会の要請に応える非財務計画

を設定・目標化し、ESG活動へつなげています。その計画は、グループ横断機関である

「CSR委員会」にて進捗状況のモニタリングを行います。また、優れた活動について、

年１回社内表彰を行い、ステークスホルダーと共にグループの持続的な成長を進めま

す。 

 

第 11条（ダイバーシティへの取り組み） 原則２－４  

当社グループはダイバーシティ経営を掲げ、個性を尊重し、性別、国籍、年齢等にか

かわらず、一人ひとりが自身の持つ能力を最大限に発揮できる環境づくりを推進しま

す。そして、「人」を最も重要な資産に位置づけ、グループの多彩なブランドの成長を

牽引できる個性豊かなリーダー人材の創出へ向け取り組みます。 

＜経営のダイバーシティ＞ 

 https://www.po-holdings.co.jp/csr/employee/diversity/ 

＜ダイバーシティの方針・取り組み＞ 

 https://www.po-holdings.co.jp/csr/social/diversity/ 

＜人材育成の方針＞ 

 https://www.po-holdings.co.jp/csr/social/training/ 

 

第 12条（経営陣と従業員の一体性） 

  当社グループは、事業活動や CSR活動等の全ての企業活動を経営陣と従業員が一

体となって進めることが、実効性を向上させる上で重要であると認識しています。経営

トップからのメッセージを社内イントラネットやグループ部門長会議等の場で積極的に

発信し、グループ執行会議議事録の公開、経営陣による従業員との討論会や事業計画説

明会の開催等、様々な形で経営陣と従業員が「方針」や「考え」を共有し合い、一体感

を高めます。 

 

第 13条（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮） 原則２－６  

当社グループは、当社及び国内子会社の一部を対象に規約型の確定給付企業年金制度

を導入しています。年金資産の運用については、複数の金融機関から適切に選定し、担

当部門に専門的な知識及び経験を有する人材を配置して、運用状況の定期的なモニタリ

https://www.po-holdings.co.jp/csr/employee/diversity/
https://www.po-holdings.co.jp/csr/social/diversity/
https://www.po-holdings.co.jp/csr/social/training/
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ングを実施します。 

 

 

第4章 適切な情報開示と透明性の確保 

 

第 14条（開示情報の充実） 基本原則３  

当社では、法定開示の枠に留まらず、株主・投資家の投資判断に必要な財務、非財務

情報を適時適切に開示することが重要であると認識し、当社のディスクロージャーポリ

シーに基づき開示を行います。また、開示・提供される情報が、株主・投資家にとって

有用で建設的な対話ができるよう、情報収集⇒分析・判断⇒開示の各プロセスにおいて

担当部門及び責任者を明確化し、情報の質及び透明性の向上に努めます。非財務情報に

ついても、特に株主・投資家にとって有用と思われる情報を統合レポート（統合報告

書）により開示し、より詳細な情報を当社ウェブサイト等で公開します。 

＜ディスクロージャーポリシー＞ 

https://ir.po-holdings.co.jp/ja/Management/Disclosure.html 

＜統合レポート＞ 

https://ir.po-holdings.co.jp/ja/Library/AnnualReport.html 

 

第 15条（サステナビリティについての取り組み） 補充原則３－１③  

当社グループでは、サステナビリティに関する基本的な姿勢としてサステナビリティ

ステートメントを定め、長期ビジョン及び中期経営計画と連動したマテリアリティ領域

を定義しています。事業の持続的発展を実現させるため、社会課題対応と独自性を兼ね

備えたサステナビリティプランを策定するとともに、取締役会にて承認された非財務 KPI

の進捗状況を定期的に開示します。 

＜サステナビリティステートメント＞ 

https://www.po-holdings.co.jp/csr/policy/ 

＜TCFDへの取り組み＞ 

https://www.po-holdings.co.jp/csr/environmental/environment/ 

＜人的資本に対する取り組み＞ 

https://www.po-holdings.co.jp/csr/employee/diversity/ 

＜知的財産・研究開発に関する取り組み＞ 

https://www.po-holdings.co.jp/rd/index.html 

https://www.po-holdings.co.jp/csr/social/security/ 

 

 

  

https://ir.po-holdings.co.jp/ja/Management/Disclosure.html
https://ir.po-holdings.co.jp/ja/Library/AnnualReport.html
https://www.po-holdings.co.jp/csr/policy/
https://www.po-holdings.co.jp/csr/environmental/environment/
https://www.po-holdings.co.jp/csr/employee/diversity/
https://www.po-holdings.co.jp/rd/index.html
https://www.po-holdings.co.jp/csr/social/security/
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第5章 取締役会等の責務 

 

第 16条（取締役会の行動、判断基準） 

取締役会は、当社グループの社会的信頼を確保し、当社グループの持続的な企業価値向

上と成長に資する行動、判断を行うことを念頭に置き職務を遂行します。 

２．取締役会は、当社グループの経営理念・精神を尊重し、社会、顧客、取引先、従業員、

株主等の様々なステークホルダーの視点に立ち職務を遂行します。 

３．取締役会は、法令、当社定款及び当社が定める各種規程の定めを遵守し、高い倫理観と

社会的な良識をもって職務を遂行します。 

 

第 17条（取締役会の役割・責務） 原則４－１、補充原則４－１①  

取締役会は、法令、当社定款及び当社が定める各種規程の定めに基づき、当社グループ

の経営方針、経営計画、経営戦略等の他、グループの経営に影響を及ぼす重要事項に関す

る「意思決定」と決定事項に関するグループ各社の「業務執行の監督」に主眼を置いた、

グループ経営の役割を担います。 

２．取締役会は、当社グループの経営方針、経営計画、経営戦略等を明確に定め、それらに

基づきグループ各社が戦略、施策の立案、遂行等の業務執行を迅速かつ機動的に行える環

境を整備し、グループ各社及びグループ役員に対して、決定事項に関する業務執行権限を

積極的に委譲します。また、社会、市場等の変化を察知し、適宜に分析、評価することで

経営陣に対し改善実行を促し、変化に対応します。 

３．取締役会は、長期的視点に立ち、当社グループの経営人材の育成・獲得等について審議、

計画し、次世代の経営後継者を戦略的に輩出します。 

４．取締役会は、取締役会自身の判断・意思決定等の職務について定期的に検証、評価、改

善実行することで取締役会の実効性の向上を図ります。 

 

第 18条（社外取締役の役割・責務）  

社外取締役は、法令・当社定款に定められた取締役としての役割、責務を担う他、グル

ープの経営方針、経営戦略の決定やその監督を行うにあたり、取締役会、経営陣、支配株

主から独立した立場にあるとの認識に立ち審議に参加し、少数株主をはじめとするステ

ークホルダーの意見を取締役会に適切に反映します。 

２．社外取締役は、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長と企業価値の向上を見据えた

活動を行います。 

 

第 19条（取締役候補者の指名及びグループ役員の選任並びに取締役及びグループ役員の報

酬決定プロセス） 原則３－１、補充原則４-10①  

取締役候補者の指名プロセス及び取締役の報酬決定プロセスにおける客観性・透明性
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を確保するため、取締役会の諮問機関として、委員長及び構成員の過半数を社外取締役と

する任意の指名・報酬諮問委員会を設置します。取締役候補者の指名及び取締役の報酬に

関する事項は、当該指名・報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会で決定します。 

２．グループ役員の選解任及び報酬の決定についても指名・報酬諮問委員会の審議、答申を

踏まえ、取締役会で決定します。また、グループ役員の選解任及び報酬の決定については、

客観性・透明性・実効性等のバランスに配慮し、各委員会における諮問事項によって委員

長及び構成員を入れ替える、可変型の委員会で審議します。 

 

第20条（取締役候補者指名の方針）原則３－１ 

取締役候補者は、当社グループの経営を担う者として、グループの経営方針・経営戦略

等について十分な理解を有し、多面的な視点や改革への柔軟な思考、専門性等を持つ人物

であることに加え、「役員コンピテンシー」（※参考資料１）の評価に基づき、取締役会

全体としての知識・経験・能力・多様性等のバランスを考慮して指名します。 

 

第 21条（社外取締役候補者指名の方針） 原則３－１、原則４－７、原則４－９、補充原則

４－１１②  

社外取締役候補者は、当社が定める「独立性判断基準」（※参考資料２）に加え、次に

掲げる事項を充足する人物を指名します。 

① 当社グループの経営全体を俯瞰し、本質的な課題やリスクを把握し、取締役・経

営陣に対する積極的な意見表明や説明を的確に行うことが期待できる 

② 企業経営、事業改革、顧客サービス、物流、法令遵守、リスク管理、内部統制等

の分野における高い見識や豊富な経験を有する 

③ 取締役会、グループ執行会議等の重要な会議への出席の他、その役割と責務を十

分に果たす為に必要となる時間・労力を適切に確保する観点から、上場企業の役

員兼任数は当社を除き、原則５社以内である 

④ 当社の社外取締役としての在任期間が、原則として６年を越えない 

 

第 22条（監査役候補者指名の方針と手続き） 原則３－１  

監査役候補者は、常勤者としての特性を踏まえ、社内の情報収集や監査環境の整備、内

部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視、検証し監査の実効性を確保でき

る人物を指名します。 

２．監査役候補者の指名にあたっては、監査役会の同意を得た上で、複数の社外取締役を含

む取締役会の決議によって決定します。 

 

第 23条（社外監査役候補者指名の方針と手続き） 原則３－１、補充原則４－１１②  

社外監査役候補者は、当社が定める「独立性判断基準」（※参考資料２）に加え、次に



 

9 

 

 

掲げる事項を充足する人物を指名します。 

① 会計、法曹、内部統制等の分野で、高い見識や豊富な経験を有する 

② 社外監査役としての在任期間が、原則として８年を越えない 

③ 取締役会、グループ執行会議等の重要な会議への出席の他、その役割と責務を十

分に果たす為に必要となる時間・労力を適切に確保するとの観点から、上場企業

の役員兼任数が当社を除き、原則５社以内である 

２．社外監査役候補者の指名にあたっては、監査役会の同意を得た上で、複数の社外取締役

を含む取締役会の決議によって決定します。 

 

第 24条（グループ役員選任の方針） 原則３－１  

当社は、「グループ役員制度」を導入し、グループ役員は、主な事業会社の取締役又ま

たは執行役員に選任しております。グループ役員は次に掲げる事項を充足する人物を選

任します。 

① グループ各社の経営・事業に精通し、当社グループの経営又は事業を担う人材 

② 改革・変革をもたらし、グループの持続的成長に貢献できる人材 

③ 「役員コンピテンシー」（※参考資料１）における自身の強みを発揮できる人材 

 

第25条（取締役及びグループ役員の報酬に関する方針）原則３－１ 

取締役及びグループ役員の報酬については、当社グループの持続的な成長と中長期的

な企業価値向上を実現するための重要な手段の一つとして位置づけ、短期のみならず中長

期の業績達成を強く動機付けるとともに、株式価値との連動性をより明確にすることで、

株主との利害共有をより一層図れるものであることを志向します。 

 

第 26条（取締役のトレーニングの方針） 補充原則４－１４②  

取締役は、継続的な能力向上を通じ、その責務を果たすために「役員コンピテンシー」

（※参考資料１）についての自己評価と社外評価を実施し、必要に応じエグゼクティブコ

ーチングや指名諮問委員会メンバーとの対話により、役割・責務・コミットメント等の理

解・納得を促す機会を設けます。 

新任役員については、就任時に期待する役割、法的責任等について説明を行い、その役

割・責務の理解促進に努めます。 

新任の社外取締役、社外監査役については、就任時に期待する役割に加え、当社グルー

プの経営戦略、経営計画、グループ各社の経営状況と経営環境、その他経営課題等につい

て担当役員、経営企画担当部門による説明の場を設けることで、これらの理解促進を図り

ます。 

 

第 27条（取締役会の評価） 補充原則４－１１③  
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取締役会の実効性を評価する意義は、取締役会における課題の把握と課題解決に向け

た適切な対応によって、より質の高い経営を実現し、更なる企業価値の向上に資すること

にあると考えます。このことから、取締役会を俯瞰し、客観的な立場から取締役会の実効

性について評価・分析した上で、取締役会自身が行動していくことを基本方針として、以

下の通り評価を実施し、その結果の概要を開示します。 

① 各取締役の職務執行状況について自己評価 

② 取締役会の実効性評価を専門とする外部機関による評価・分析 

③ 社内の経営幹部候補者育成研修等の受講を終了した従業員による評価 

 

第 28条（取締役会の多様性に関する方針） 補充原則４－１１①  

取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模については、取締役会として

多面的な視点・豊富な経験・専門性を持ち、それらを柔軟な思考により当社の経営に反映

することができるメンバーで構成し、これらの知識、経験、能力等のバランスが適切に保

たれることが重要と考えます。当社グループが社会に対し新しい価値を創出し、持続的な

成長を実現する上で必要とされる行動特性をグループ独自の「役員コンピテンシー」（※

参考資料１）として定めており、取締役一人ひとりが個性や強みを生かしたリーダーシッ

プを発揮することを期待します。各取締役・監査役が有している知識・経験及びコンピテ

ンシー上の強み等については、スキル・マトリックスを作成し、当社ウェブサイト等にお

いて開示します。 

＜スキル・マトリックス＞ 

https://ir.po-holdings.co.jp/ja/Management/CorporateGovernance.html 

 

 

第6章 株主との対話 

 

第 29条（株主との建設的な対話の充実に向けた取り組み） 基本原則５、原則５－１、補充

原則５－１①、補充原則５－１②  

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主・投資家と積極的な対

話を行うと共に、対話で得た意見を適切に経営に反映することが重要課題であると考え

ています。株主・投資家との対話にあたり以下の通り取り組みます。 

１．対話の実施に向けた取り組み 

① 窓口として、IR担当役員の選任及び IR担当を設置し、経営企画、財務、SR担当等

と日常的に連携、協力して、株主・投資家との対話を実施します。 

② 四半期決算毎に、代表取締役、経営企画・財務、IR 担当役員が一同に介する協議

会を開催し、情報開示の適正性と充実を図ります。 

③ 四半期毎の決算説明会、個別面談、個人投資家説明会や当社ウェブサイト等の各種

https://ir.po-holdings.co.jp/ja/Management/CorporateGovernance.html
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コンテンツを通して、当社の企業理念・経営方針・事業計画等についての理解促進

に努めます。 

２．対話の実効性の向上に向けた取り組み 

① 代表取締役が、半期毎の国内投資家訪問及び、年２回の海外投資家訪問を行い、経

営方針、事業戦略等の他、ESG等の非財務目標に関する方針や取り組みについて自

ら説明、意見交換することによって、投資家とのエンゲージメントを高め、対話の

実効性の向上に努めます。 

② 各種情報の数値化や商品情報の提供を行う等、関心にあわせた情報発信や、主要な

事業会社の取締役（グループ役員）による対話を積極的に実施することで、対話の

充実に努めます。 

③ 個別面談以外の対話の手段として、四半期毎の代表取締役又は経営企画・財務担当

役員による決算説明会やテーマ設定をしたスモールミーティング、施設見学会等

を開催します。また、海外の投資家ともカンファレンス等を通じた、定期的な対話

の機会を提供します。 

④ 対話において把握した株主・投資家の意見・懸念を IR担当役員は、定期的にグル

ープ執行会議に報告し、経営計画や資本政策等の策定プロセスに反映させること

で対話の実効性の向上に努めます。 

 

以 上 

 

 

2016年 2月 15日：制定 

2020年 3月 17日：一部改定 

2024年 3月 22日：一部改定 
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＜＜役員コンピテンシー＞＞ 

 

当社グループが経営環境の加速度的な変化へ対応し、持続的な成長を実現する上で、

取締役及び経営陣に必要な行動特性要件 10 項目を「役員コンピテンシー」として定め

ています。 

 

＜A Person-Centered Management ： ポーラ・オルビスグループの強みである“個”中心経

営の体現＞ 

（１）社会的意義の追求 

社会的な貢献を果たす使命感から、社会起点の事業活動を推進し、信頼を獲得する 

（２）美意識 

自身の魅力あふれるパーソナリティを発揮することで、人間的・個性的なリーダーとして

周囲にインパクトを与える 

（３）多様性ある個人の尊重 

個人の持つ力を信じ、個性を尊重し、一人ひとりを活かす 

＜SHINKA  ：  社会変化への感受性と能動的な正常進化＞ 

（４）長期的ビジョン 

長期的な視点を持ち、将来のありたい姿、方向性を明確化し浸透させる 

（５）市場・環境洞察力 

社会環境の変化から、将来の市場を構想し、自社の役割や位置づけを正しく認識する 

（６）変化指向 

過去や社内の常識、固定概念にとらわれず自ら変化を創出し、能動的に進化の機会に繋げ

る 

（７）外部ネットワーキング力 

異分野における幅広い外部ネットワークを活用し、多様な視点を社内に効果的に取り込

む 

＜Value creation ： 挑戦力による企業価値創出の実現＞ 

（８）機動力を高める判断 

前例に囚われず、タイムリーな判断を下すことで、組織の機動力を高める 

（９）行動指向 

完璧な裏付けが無くても失敗を恐れず、自分の想いを信じ、トライ&エラーを繰り返す・

させる 

（10）成果への情熱 

内発的動機に根差した成し遂げたいことに向かって情熱を燃やし続ける 

以 上 

  

参考資料１ 
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＜＜社外役員の独立性に関する判断の基準＞＞  原則４－９  

 

社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）又は社外役員候補者が、当社

が合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の各項目のいずれにも該当しないと判断さ

れる場合、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと

判断します。 

 

① 当社及び当社の関係会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者(※1)又は過去

10年間において当社グループの業務執行者であった者 

② 当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者 

③ 当社グループの主要な取引先(※3)又はその業務執行者 

④ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ているコンサル

タント、公認会計士、弁護士等の専門的な役務を提供する者 

⑤ 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者 

⑥ 当社グループから多額の寄付(※4)を受けている者（当該多額の寄付を受けている者

が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者） 

⑦ 当社の議決権の 10％以上を直接又は間接的に保有する株主（当該株主が法人、組合等

の団体である場合は当該団体の業務執行者） 

⑧ 過去３年間において上記②～⑦のいずれかに該当していた者 

⑨ 上記②～⑦に該当する者（重要な地位である者(※5)）の近親者(※6) 

⑩ その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務

を果たせないと合理的に判断される事情を有している者 

 

※1 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の職員・従業員

等 

※2 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループに対して製品又はサ

ービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、当該取引

先の(連結)売上高の 2％を超える者 

※3 「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループが製品又はサービスを提供し

ている取引先であって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結

売上高の 2％を超える者 

※4 「多額の金銭その他の財産」及び「多額の寄付」における「多額」とは、受領額が

直近事業年度において 1,000万円以上の場合 

※5 「重要な地位である者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及びその他、同

等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者 

※6 「近親者」とは、配偶者、2親等以内の親族及び同居する親族 

参考資料２ 
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尚、社外役員の独立性について、任期又は在任期間のみでの判断を行なわず、実質的に

独立性が確保されているかを重視する。任期又は在籍期間については、取締役会におい

て社外役員候補者を指名する際の原則的な方針として定め、慎重に審議し決定するもの

とする。 

以上 


